
輸入（納税）申告書（マニフェスト通関用） 

（Ｃ－5050） 
 

⑴ 「輸入者 住所氏名（名称及び代表者の氏名） 電話番号」、「仕出人 住所氏名」、

「品名」、「数量」及び「申告価格」の各欄には、「別紙のとおり」と記載し、申告する

各貨物に係る各項目の内容を記載した一覧表を、任意の様式で添付する。 

ただし、申告する全ての貨物について記載すべき内容が同一となる項目については、

当該項目の欄の「別紙のとおり」を抹消し、その同一の内容を記載することができるも

のとする。 

⑵ 「貨物運送場所の所在地及び名称等」欄には、「別紙のとおり」と記載し、輸入申告に

係る運送先一覧表（Ｃ－5021、Ｃ－5022又はＣ－5023）を添付する（AWB（HAWB）番号ご

とに分けて記載する。）。 

ただし、申告する全ての貨物について記載すべき内容が同一の内容となる場合には、

同欄の「別紙のとおり」を抹消し、その同一の内容を記載することができるものとする。

また、申告する全ての貨物についてそれぞれの貨物に係る輸入者住所に運送する場合に

は、「別紙のとおり」を抹消し、「輸入者住所と同じ」と記載する。 

⑶ 「通販貨物等識別」及び「通販貨物に該当する場合、プラットフォームの名称等」の各

欄には、「別紙のとおり」と記載し、申告する各貨物に係る各項目の内容を記載した一覧

表を、任意の様式で添付する。「通販貨物等識別」及び「プラットフォームの名称等」の

記載要領は、輸入（納税）申告書（内国消費税等課税標準数量等申告書兼用）（Ｃ－5020）

と同様とする。 

  ただし、申告する貨物に通販貨物を含まない場合には、「通販貨物に該当する場合、プ

ラットフォームの名称等」の欄の「別紙のとおり」を抹消し、「該当しない」と記載する

ことができるものとする。 

  また、申告する全ての貨物について記載すべき内容が同一となる項目については、当該

項目の欄の「別紙のとおり」を抹消し、その同一の内容を記載することができるものとす

る。 


